
1/1 

 

 

横浜高速鉄道 旅客営業規則の一部改定 

新旧対照表 

現  行 改  定（2026年 3月 14日） 

（前略） 
 

 （被救護者割引証） 

第 31条 被救護者が前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場

合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗

車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名および年

令・付添人を必要とするときは付添人の氏名および年令・有効期

限・発行年月日・施設の名称・所在地ならびにその代表者の氏名が

記入された発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引

証の交付をうけて提出するものとする。 

2 前項の被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。 

  

（前略） 
 

（被救護者割引証） 

第 31条 被救護者が前条の規定によって割引普通乗車券を購入する場

合は、当該指定救護施設の代表者から割引証の番号・指定番号・乗

車区間・乗車券の種類・旅行証明書番号・被救護者の氏名および年

令・付添人を必要とするときは付添人の氏名および年令・有効期

限・発行年月日・施設の名称・所在地ならびにその代表者の氏名が

記入された発行台帳に対して契印の押された被救護者旅客運賃割引

証の交付をうけて提出するものとする。 

2 前項の被救護者旅客運賃割引証の様式は、次のとおりとする。 
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現  行 改  定（2026年 3月 14日） 

 

 

（中略） 

 

（通学用割引回数乗車券の発売） 

第 40 条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校

の学生、生徒が、面接授業または試験のため、同一区間をしばしば乗車す

る場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発

行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校（通信による教育

を行う学校にあっては、面接授業および試験会場を含む。）のもより駅まで

の区間について、通学用割引回数乗車券を発売する。 

（1） 放送大学学園法（平成 14年法律第 156号）第 4条の規定により設

置された大学の学生 

（2） 通信教育を行う高等学校の生徒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

（通学用割引回数乗車券の発売） 

第 40 条 指定学校のうち、次の各号に定める通信による教育を行う学校

の学生、生徒が、面接授業または試験のため、同一区間をしばしば乗車す

る場合で、その在籍する指定学校の代表者において必要事項を記入して発

行した旅客運賃割引証を提出したときは、当該指定学校（通信による教育

を行う学校にあっては、面接授業および試験会場を含む。）のもより駅まで

の区間について、通学用割引回数乗車券を発売する。 

（1） 放送大学学園法（平成 14年法律第 156号）第 4条の規定により設

置された大学の学生 

（2） 通信教育を行う高等学校の生徒 
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現  行 改  定（2026年 3月 14日） 

2  前項の通学用割引回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割

引証は、次の各号に定めるとおりとする。 

（1） 放送大学の学生が提出する割引証は、様式を次のとおりとし、放送

大学の代表者において乗車区間その他必要事項を記入したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 高等学校の生徒が提出する割引証は、様式を次のとおりとし、指定

学校の代表者において乗車券の種類（「回数」と記入する。）・乗車区間その

他必要事項を記入したものとする。 

 

 

2  前項の通学用割引回数乗車券を購入する場合に提出する旅客運賃割

引証は、次の各号に定めるとおりとする。 

（1） 放送大学の学生が提出する割引証は、様式を次のとおりとし、放送

大学の代表者において乗車区間その他必要事項を記入したものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 高等学校の生徒が提出する割引証は、様式を次のとおりとし、指定

学校の代表者において乗車券の種類（「回数」と記入する。）・乗車区間その

他必要事項を記入したものとする。 
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現  行 改  定（2026年 3月 14日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中略） 
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現  行 改  定（2026年 3月 14日） 

 

規則別表第 3号 

危険品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

 

規則別表第 3号 

危険品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下略） 

 


